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⑷

黒
田
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⑸

鈴
木
安
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⑹
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繁
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⑷

黒
田
覚

黒
田
覚
は
『
国
防
国
家
の
理
論
』（
一
九
四
一
年
）
を
書
い
た
。
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ま
ず
、黒
田
は
国
防
国
家
に
関
し
て
考
究
し
て
い
る
。こ
の
段
階
で
は
陸
軍
主
導
の
も
と
で
高
度
国
防
国
家
建
設
が
至
上
命
題
に
な
っ

て
い
た
だ
け
に
、
黒
田
も
ま
た
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
と
い
え
る
。
高
度
国
防
国
家
は
、
自
由
（
主
義
）
国
家
と
対
置
さ
れ
る
。

「
国
防
国
家
体
制
は
自
由
主
義
体
制
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
防
国
家
体
制
は
…
広
義
国
防
の
観
念
に
よ
つ
て
、
一
切
を
規
整

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
個
々
の
国
民
や
特
定
集
団
の
自
由
及
び
権
利
の
保
護
や
伸
長
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
で
な
く
、

こ
れ
ら
の
も
の
を
あ
げ
て
全
体
的
利
益
に
奉
仕
せ
し
め
る
こ
と

い
は
ゆ
る
公
益
優
先

が
要
求
さ
れ
る
の
で

（
１
）

あ
る
。」

高
度
国
防
国
家
は
全
体
主
義
的
で
あ
り
、
公
益
優
先
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
高
度
国
防
国
家
は
戦
時
に
お
い
て
派
生

し
て
く
る
。

「
国
防
国
家
体
制
、
平
時
体
制
そ
の
も
の
を
戦
時
体
制
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
時
的
経
過
的
の
も
の
で
は
な
く
、

恒
久
的
性
格
の
も
の
で

（
２
）

あ
る
。」

黒
田
は
高
度
国
防
国
家
を
恒
久
的
と
し
て
い
る
点
で
、
注
目
さ
れ
る
。
恒
久
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
・
経
済
分
野
に
お
い
て
統

制
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
今
日
の
政
治
機
構
の
改
革
の
方
向
を
規
定
す
る
も
の
は
、
革
新
政
治
で
あ
る
。
…
革
新
政
治
が
…
日
本
の
戦
時
体
制
化
を
意
味
し
、

ま
た
そ
の
目
的
の
た
め
の
社
会
生
活
の
各
部
門
に
対
す
る
統
制
の
強
大
化
を
意
味

（
３
）

す
る
。」

黒
田
は
革
新
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
、
高
度
国
防
国
家
を
維
持
、
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
。

「
革
新
政
治
は
、
憲
法
的
に
見
れ
ば
む
し
ろ
憲
法
上
の
い
は
ゆ
る
『
正
常
的
状
態
』
に
お
け
る
諸
措
置
の
運
用
に
お
い
て
、
ま
た
は

そ
の
諸
機
構
・
諸
制
度
の
改
革
に
お
い
て
、
非
常
事
態
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
革
新
政
治
は
い
は
ば
、
非
常
時
の
常

時
化
と
も
、
ま
た
は
逆
に
常
時
の
非
常
時
化
と
も
い
ひ
う
べ
き
特
質
を
も
つ
て

（
４
）

い
る
。」
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明
治
以
降
帝
国
憲
法
に
よ
り
、
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
欧
米
流
の
自
由
主
義
的
、
個
人
主
義
的
要
素
を
排
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
黒
田
は
考
え
て
い
る
。

「
日
本
の
革
新
政
治
の
手
段
を
輪
郭
づ
け
る
も
の
は
、
日
本
の
立
憲
主
義
的
構
造
で
あ
る
。
日
本
の
全
体
主
義
は
、
そ
の
立
憲
主

義
的
構
造
の
発
展
の
上
に
実
現
せ
ら
る
べ
く
制
約
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
…
日
本
の
革
新
政
治
の
も
と
め
る
と
こ
ろ
は
立
憲
主
義
的
機

構
の
破
壊
で
は
な
く
、
立
憲
主
義
的
機
構
の
自
由
主
義
的
・
個
人
主
義
的
把
握
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
、
か
や
う
な
観
念
を
基
礎
と

し
て
築
か
れ
た
政
治
機
構
の
改
革
で

（
５
）

あ
る
。」

黒
田
は
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
の
枠
内
で
、
高
度
国
防
国
家
化
は
可
能
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

「
国
防
国
家
化
の
形
式
は
、
…
日
本
の
場
合
に
は
こ
れ
を
立
憲
主
義
的
憲
法
と
し
て
の
帝
国
憲
法
の
限
界
内
に
お
い
て
、
帝
国
憲

法
制
定
の
本
旨
の
線
に
沿
う
て
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

（
６
）

あ
る
。」

高
度
国
防
国
家
も
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
の
多
元
的
構
造
の
前
で
頓
挫
し
か
ね
な
い
状
況
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
官
僚
に
よ
る
統

制
手
段
に
よ
っ
て
高
度
国
防
国
家
が
達
成
さ
れ
る
。

「
日
本
の
国
防
国
家
化
は
支
那
事
変
の
発
生
以
後
、
急
速
な
テ
ン
ポ
を
も
つ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
内
の
政
治

的
多
元
性
の
前
に
足
ぶ
み
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
た
。
内
閣
は
重
臣
・
軍
部
・
官
僚
・
政
党
な
ど
の
多
元
的
勢
力
の
縮
図
的
表
現
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
た
か
だ
か
こ
れ
ら
の
諸
勢
力
の
妥
協
的
所
産
と
い
ひ
う
る
も
の
で
あ
つ
た
。
…
日
本
の
国
防
国
家
化
は
…

比
較
的
に
技
術
的
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
実
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
る
も
の
は
官
僚
的
経
済
統
制
で
あ

（
７
）

つ
た
。」

黒
田
は
、「
官
僚
が
日
本
の
国
防
国
家
化
の
急
務
の
た
め
に
な
し
た
積
極
的
役
割
は
、
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
８
）

な
い
」、
と
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
官
僚
は
こ
の
自
己
の
政
治
的
勢
力
の
地
盤
を
ゆ
り
動
か
す
や
う
な
変
革
は
欲
し
て
い
な
い
の
で

（
９
）

あ
る
」
点
が
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問
題
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
高
度
国
防
国
家
実
現
の
た
め
の
主
体
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
国
防
国
家
化
の
た
め
の
政
治
的
多
元
性
の
克
服
が
、
政
党
内
閣
の
復
活
に
よ
つ
て
も
、
ま
た
官
僚
的
支
配
の
拡
大
化
に
よ
つ
て

も
な
し
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
後
に
は
い
か
な
る
方
法
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ら
う
か
。
誰
が
考
へ
て
も
一
二
の
考
へ
し
か
出
て

こ
な
い
。
そ
の
一
つ
は
軍
部
を
中
心
に
し
た
政
治
的
諸
勢
力
の
統
一
化
で
あ
る
。
…
軍
事
内
閣
が
で
き
れ
ば
、
恐
ら
く
現
在
の
政
治

的
多
元
性
は
機
械
的
に
は
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
有
機
的
な
統
一
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
疑
は
し
い
。
な
ぜ
な
ら
軍
部

も
官
僚
も
ひ
と
し
く
そ
れ
自
体
封
鎖
的
な
社
会
だ
か
ら
で

（
10
）

あ
る
。」

軍
事
内
閣
の
成
立
に
よ
っ
て
も
統
一
し
た
政
治
機
構
は
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
黒
田
は
ど
の
よ
う
な
政
権
構
想
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。

「
現
在
の
政
治
的
多
元
性
の
克
服
の
た
め
に
は
、
一
番
迂
遠
な
方
法
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
政
治
的
に
組

織
さ
れ
て
い
な
い
非
政
治
的
な
も
の
と
し
て
の
国
民
的
社
会
的
地
盤
を
政
治
的
に
編
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
ま
づ
国

民
の
職
能
的
編
成
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら

（
11
）

な
い
」。

黒
田
の
構
想
は
、
立
法
の
領
域
に
お
け
る
職
能
的
編
成＝

衆
議
院
の
職
能
議
会
化
と
行
政
の
領
域
に
お
け
る
職
能
的
編
成＝

社
会
に

お
け
る
職
能
的
編
成
を
断
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
黒
田
は
、「
国
家
総
動
員
法
の
成
立
は
、
国
防
国
家
へ
の
第
一
歩
を
示
す
も
の
で

（
12
）

あ
る
」、
と
考
え
て
い
た
。

「
国
家
総
動
員
法
は
…
徹
底
的
に
国
民
の
権
利
・
自
由
を
制
限
し
て
い
る
。
ま
た
高
度
の
委
任
立
法
の
形
を
と
つ
て
そ
の
詳
細
の

規
定
を
勅
令
に
委
任
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
議
会
の
立
法
協
賛
の
機
能
を
実
質
的
に
は
著
し
く
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ

も
国
防
国
家
の
目
的
の
た
め
の
国
民
の
権
利
・
自
由
の
限
界
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
…
国
家
総
動
員
法
は
立
憲
主
義
的
憲
法
と
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し
て
の
帝
国
憲
法
に
基
づ
く
日
本
の
政
治
構
造
中
に
、
国
防
国
家
的
形
態
を
植
え
つ
け
た
の
で

（
13
）

あ
る
。」

黒
田
は
高
度
国
防
国
家
実
現
の
た
め
に
は
、
国
家
総
動
員
法
の
成
立
、
な
ら
び
に
国
民
の
職
能
的
編
成
が
な
に
に
も
ま
し
て
急
務
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。

黒
田
は
、
東
亜
問
題
に
関
し
て
も
考
察
し
て
い
る
。
日
本
は
東
亜
新
秩
序
に
あ
っ
て
、
指
導
的
な
立
場
と
な
る
。

「
建
設
せ
ら
れ
た
る
東
亜
新
秩
序
に
お
い
て
、
東
亜
の
諸
民
族
が
東
亜
の
地
域
的
運
命
の
共
同
を
意
識
す
る
こ
と
も
、
日
満
支
の

三
国
が
各
々
こ
の
新
秩
序
の
構
成
部
分
と
し
て
、
平
等
の
関
係
に
立
つ
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
新
秩
序
に
お
い
て
日
本
が

な
ん
ら
か
の
特
殊
的
地
位
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
権
力
的
な
支
配
の
地
位
で
は
な
く
、
指
導
の
地
位
で
あ
る
こ
と
も
承
認
せ
ら

（
14
）

れ
る
。」

「
ナ
チ
ス
的
な
指
導
者
理
論
か
ら
い
へ
ば
、
指
導
者
は
権
力
的
支
配
者
で
は
な
い
。
権
力
的
支
配
者
は
被
支
配
者
と
し
て
の
国
民

に
対
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
指
導
者
は
国
民
の
な
か
か
ら
生
れ
、
国
民
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
民
は
指
導
者
の
被
支
配
者
で

は
な
く
聴
従
者
で
あ
る
。
か
や
う
な
構
造
を
東
亜
新
秩
序
に
あ
て
は
め
て
考
ふ
れ
ば
、
日
本
は
東
亜
の
他
の
国
家
に
対
し
て
指
導
者

で
は
あ
る
が
、
支
配
者
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
日
本
は
東
亜
の
協
同
体
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
指
導
者
的
地
位
を
占
め
る

と
い
ふ
こ
と
に

（
15
）

な
る
。」

東
亜
新
秩
序
の
建
設
ま
で
日
本
は
、
権
力
的
作
用
を
行
使
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
黒
田
は
述
べ
る
。

「
東
亜
新
秩
序
の
建
設
の
担
当
者
と
し
て
の
日
本
の
地
位
は
、
東
亜
の
他
の
国
家
と
同
一
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
東
亜
新
秩
序
の

建
設
に
い
た
る
ま
で
の
一
時
的
経
過
的
手
段
と
し
て
の
、
日
本
の
権
力
的
契
機
が
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
日
本
の
権
力
的

作
用
は
、
実
現
せ
ら
る
べ
き
東
亜
新
秩
序
の
理
念
に
よ
つ
て
正
当
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
東
亜
新
秩
序
を
建
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設
す
る
た
め
の
一
種
の
独
裁
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
力
的
作
用
は
東
亜
新
秩
序
の
完
成
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
不
可
避
的
の
も
の
で

（
16
）

あ
る
。」

黒
田
は
要
す
る
に
東
亜
諸
民
族
に
対
す
る
日
本
の
優
越
と
権
力
手
段
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
高
度
国
防
国
家
化
を

す
す
め
て
い
く
こ
と
は
、
畢
境
東
亜
新
秩
序
建
設
へ
の
近
道
と
な
る
。

「
東
亜
新
秩
序
は
拡
大
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
国
防
国
家

国
家
と
い
ふ
に
は
あ
た
ら
な
い
け
れ
ど
も

的
形
態
で

あ
る
。
東
亜
新
秩
序
そ
の
も
の
が
、
東
亜
外
の
諸
勢
力
に
対
す
る
東
亜
の
諸
国
家
の
共
同
防
衛
と
い
ふ
意
味
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
東
亜
新
秩
序
の
理
念
は
東
亜
の
諸
民
族
の
地
域
的
運
命
の
共
同
の
意
識
に
立
つ
と
い
ふ
の
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
い
へ
ば
日
本
の
国
防
国
家
的
形
態
が
、
こ
の
共
同
運
命
の
防
衛
に
寄
与
す
る
こ
と
の
大
で
あ

る
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
日
本
の
国
防
国
家
的
形
態
は
恒
久
的
性
格
の
も
の
な
の
で

（
17
）

あ
る
。」

黒
田
が
高
度
国
防
国
家
を
恒
久
的
と
考
え
た
の
は
、東
亜
新
秩
序
の
建
設
と
そ
の
発
展
の
た
め
の
必
要
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
東
亜
新
秩
序
の
建
設
が
高
唱
さ
れ
る
所
以
は
…
東
亜
の
地
域
的
な
共
同
運
命
の
防
衛
の
た
め
の
一
つ
の
恒
久
的
な
制
度
・
秩
序

を
建
設
す
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
思
想
は
、
単
に
観
念
的
な
国
際
主
義
の
産
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
日
本
民
族
の
祖

国
防
衛
の
意
識
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
意
識
に
内
在
せ
し
め
な
が
ら
、
し
か
も
日
本
民
族
の
み
な
ら
ず
、
東
亜
の
諸
民
族
を
包
括
す

る
一
つ
の
地
域
的
共
同
運
命
の
防
衛
の
意
識
に
ま
で
到
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
、
社
会
的
現
実
の
要
請
の
な
か
か
ら
生

れ
た
も
の
で

（
18
）

あ
る
。」

黒
田
の
高
度
国
防
国
家
は
、
対
内
的
（
国
家
総
動
員
体
制
）
か
つ
対
外
的
（
東
亜
新
秩
序
）
に
意
味
を
有
し
て
い
た
。
黒
田
は
、「
東
亜

の
地
域
的
運
命
の
共
同
と
い
ふ
観
念
も
や
は
り
二
十
世
紀
の
新
し
い
ミ
ト
ス
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
東
亜
の
地
域
的
運
命
の
共
同
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と
い
ふ
観
念
は
、
そ
の
ミ
ト
ス
的
性
格
の
な
か
に
偉
大
な
実
現
の
モ
メ
ン
ト
を
含
ん
で

（
19
）

い
る
」、
と
東
亜
新
秩
序
を
位
置
付
け
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

黒
田
は
美
濃
部
事
件
以
後
の
憲
法
学
を
、
ナ
チ
ス
法
学
就
中
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
独
裁
論
、
憲
法
制
定
権
論
を
援
用
し
つ
つ
再
興
し
よ
う

と
し
た
。

１
）

黒
田
覚
『
国
防
国
家
の
理
論
』
弘
文
堂
書
房

一
九
四
一
年

一
五
頁
。

２
）

同
上
一
七
頁
。

３
）

同
上
六
〇－

六
一
頁
。

４
）

同
上
六
三
頁
。

５
）

同
上
六
八
頁
。

６
）

同
上
九
五－

九
六
頁
。

７
）

同
上
一
三
八
頁
。

８
）

同
上
一
三
九
頁
。

９
）

同
上
一
四
〇
頁
。

10
）

同
上
一
四
〇－

一
四
一
頁
。

11
）

同
上
一
四
七
頁
。

12
）

同
上
二
四
八
頁
。

13
）

同
上
一
〇
〇
頁
。

14
）

同
上
一
〇
六－

一
〇
七
頁
。

15
）

同
上
一
〇
七
頁
。
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16
）

同
上
一
〇
八
頁
。

17
）

同
上
一
〇
九
頁
。

18
）

同
上
二
四
五
頁
。

19
）

同
上
二
五
三
頁
。
な
お
、
黒
田
覚
に
つ
い
て
は
、
宮
本
盛
太
郎
「
黒
田
覚
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
・
マ
ン
ハ
イ
ム
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」『
近
代

日
本
政
治
思
想
史
発
掘
』（
風
行
社
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。
宮
本
（
一
九
四
二－

二
〇
〇
五
）
は
、「
主
権
、
権
力
、
議
会
制
の
問
題
を

中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
戦
前
の
黒
田
の
議
論
に
欠
落
し
て
い
た
の
は
、
一
方
で
、
一
九
三
、
四
〇
年
代
（
た
だ
し
四
五
年
ま
で
）
の
黒
田

の
め
ざ
し
た
方
向
と
同
方
向
を
別
の
角
度
か
ら
追
求
し
た
、
同
時
代
の
大
串
兎
代
夫
の
よ
う
な
天
皇
の
権
威
を
ひ
た
す
ら
正
当
化
す
る
理
論

で
あ
っ
た
と
共
に
、
他
方
で
、
個
人
の
基
本
的
人
権
や
自
発
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
持
つ
卓
越
し
た
意
味
を
執
拗
に
追
う
姿
勢
、
な
ら

び
に
、
同
質
性
の
内
容
・
国
家
権
力
の
実
態
を
再
吟
味
す
る
視
角
で
あ
っ
た
。
後
者
が
あ
っ
た
ら
彼
の
歩
み
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
」（
同
書
一
八
七
頁
）、
と
評
し
た
。

⑸

鈴
木
安
蔵

鈴
木
安
蔵
は
戦
後
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
憲
法
学
、
政
治
学
の
泰
斗
と
し
て
活
躍
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
前
は
『
日
本
政
治
の
規

準
』（
一
九
四
一
年
）に
あ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
鈴
木
は
、
現
在
に
あ
っ
て
は
統
制
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
。

「
一
国
の
政
治
は
国
家
生
活
の
発
展
を
根
本
任
務
と
す
る
。
国
家
自
身
の
発
展
を
計
る
と
共
に
、
国
家
を
構
成
す
る
国
民
の
物
的

な
ら
び
に
精
神
的
生
活
の
保
証
・
指
導
な
い
し
統
制
を
正
し
く
行
ふ
こ
と
が
、
政
治
の
要
請
で
あ
る
。
而
し
て
か
ゝ
る
政
治
の
根
本

課
題
の
具
体
的
内
容
を
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
時
代
、
否
そ
の
時
期
々
々
の
国
際
・
国
内
情
勢
で
あ
り
、
国
内
の
政
治
的
諸
事
情

で
あ
る
。
如
何
な
る
理
想
も
、
方
針
も
、
政
策
も
、
こ
れ
ら
の
情
勢
、
事
情
と
独
立
に
は
実
現
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
抑
〜
発
生
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し
得
る
も
の
で
も
な
い
の
で

（
１
）

あ
る
。」

鈴
木
も
ま
た
高
度
国
防
国
家
体
制
の
樹
立
こ
そ
が
、
必
然
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

「
現
代
日
本
政
治
の
進
む
べ
き
客
観
的
方
向
は
何
処
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
今
日
根
本
的
見
解
の
相

違
は
存
し
得
な
い
と
思
ふ
。
す
な
わ
ち
今
日
の
国
際
情
勢
、
ま
た
国
内
の
経
済
事
情
、
政
治
動
向
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
、
最
高
度

国
防
国
家
体
制
の
確
立
に
帰
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
不
可
避
不
動
の
方
向
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
現
代
日
本
政
治
の
根
本
課

題
で
あ
る
。
…
こ
の
事
実
を
離
れ
て
は
、
如
何
な
る
政
治
理
念
も
、
政
治
論
も
非
現
実
的
で
あ
り
、
空
想
的
で

（
２
）

あ
る
。」

高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
が
、
東
亜
な
ら
び
に
世
界
平
和
実
現
の
第
一
歩
と
な
る
。
高
度
国
防
国
家
は
、
あ
く
ま
で
も
大
日
本
帝

国
憲
法
を
遵
守
し
つ
つ
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
と
言
ひ
、
世
界
永
遠
の
平
和
へ
の
寄
与
と
言
ひ
、
皇
道
の
世
界
宣
布
と
言
ひ
、
諸
々
の
今
日
唱
へ
ら
れ
て

い
る
理
念
の
実
現
も
、
す
べ
て
の
根
本
に
お
い
て
は
、
我
が
国
が
最
高
度
の
国
防
国
家
を
樹
立
し
得
る
か
否
か
に
掛
つ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
主
体
の
確
立
な
く
し
て
は
、
如
何
な
る
理
想
も
畢
境
す
る
に
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
私
は
、
か
ゝ
る
根
本
問
題
の
達
成
の
際
の
最
高
規
範
は
帝
国
憲
法
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
。
…
こ
の
根
本
規
範
に

準
拠
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
絶
対
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
特
に
力
説
し
て
置
き
た
い
。
思
ふ
に
新
体
制
の
樹
立
に
志
す

人
々
が
、
常
に
我
が
国
体
に
則
る
と
言
ふ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
帝
国
憲
法
を
規
範
と
す
る
の
意
で
あ
る
と
信
ず
る
。
…
帝
国
憲
法
は
、

我
が
国
体
の
法
的
要
約
・
表
現
で
あ
り
、
現
代
日
本
国
家
の
進
む
べ
き
根
本
軌
道
、
国
家
統
治
権
発
動
の
根
本
規
則
、
国
民
が
国
家

構
成
の
一
員
と
し
て
行
動
す
べ
き
根
本
準
則
を
規
定
せ
る
も
の
で
あ
り
、
畏
く
も
統
治
権
者
た
る
天
皇
御
自
身
が
、
そ
の
統
治
権
の

御
行
使
に
当
つ
て
依
拠
し
給
ふ
と
こ
ろ
の
根
本
法
な
の
で

（
３
）

あ
る
。」
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鈴
木
は
、「
最
高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
は
、
今
や
否
応
な
し
の
客
観
的
必
然
性
を
有
し
て
い
る
、
そ
れ
を
怠
る
こ
と
は
我
が
国
家

存
亡
の
岐
路
に
た
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
…
古
き
伝
来
の
国
民
性
、
国
民
文
化
、
国
民
的
教
養
を
も
つ
て
し
て
は
、
如
何

な
る
新
し
き
機
構
、
体
制
と
い
へ
ど
も
、
運
用
し
得
な
い
の
で

（
４
）

あ
る
」、
と
述
べ
て
、
あ
ら
た
な
取
り
組
み
を
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
れ
で
は
、
新
体
制
確
立
の
た
め
の
主
体
的
な
ら
び
に
客
観
的
条
件
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
は
、「
高
度
国
防
国
家
の
確
立
は
、

…
我
が
国
家
の
基
礎
を
強
固
に
し
、
国
家
の
光
栄
を
中
外
に
輝
や
か
す
根
本
条
件
で
あ
る
」
と
し
、「
統
帥
と
国
務
と
の

（
５
）

調
和
」
を
あ
げ

る
。
さ
ら
に
、「
新
政
治
体
制
に
お
い
て
も
、
帝
国
議
会
は
重
要
な
る
中
枢
的
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信

（
６
）

ず
る
」と
い
う
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、「
従
来
の
政
党
組
織
を
不
備
不
完
な
り
と
し
、
職
域
奉
公
、
職
域
翼
賛
意
の
国
民
組
織
が
確
立
さ
る
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

従
来
の
政
党
よ
り
も
一
層
密
接
に
、
完
全
に
国
民
を
大
政
翼
賛
に
向
は
し
め
、
国
民
の
意
志
を
反
映
せ
し
む
る
に
役
立
つ
な
ら
ば
、
極

め
て
妥
当
適
切
で
あ
る
が
、
そ
の
国
民
組
織
自
体
は
憲
法
上
の
機
関
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
国
民
組
織
に
よ
つ
て
は
反
映
、

発
表
、
伝
達
、
統
合
せ
ら
れ
し
国
民
の
奉
公
の
誠
は
、
帝
国
議
会
を
通
し
て
大
政
に
翼
賛
す
る
こ
と
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

（
７
）

あ
る
」

か
ら
で
あ
る
。

鈴
木
は
、「
新
政
治
体
制
建
設
の
事
業
は
、
何
よ
り
も
先
に
国
民
自
身
の
共
鳴
、
協
力
、
否
自
発
的
参
加
に
よ
つ
て
の
み
達
成
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
か
ら
、
万
一
に
も
国
民
全
体
の
衷
心
の
奮
起
を
伴
な
は
ず
し
て
事
が
進
行
す
る
と
す
れ
ば
、、
こ
れ
は
畢
境
下
か
ら
の
国
民

運
動
で
は
な
く
し
て
国
民
に
対
す
る
上
か
ら
の

し
か
も
官
僚
と
既
成
財
界
政
界
勢
力
の

天
下
り
的
押
し
つ
け
的
運
動
と
な
り

了
り
、
哀
れ
む
べ
き
形
骸
に
堕
す
る
恐
れ
が

（
８
）

あ
る
」、
と
叙
述
し
た
。
鈴
木
は
国
民
運
動
の
た
か
ま
り
を
期
待
す
る
。

「
国
民
組
織
結
成
運
動
が
、
帝
国
憲
法
の
根
本
精
神
の
下
に
行
は
る
る
と
共
に
、
真
実
に
国
民
的
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
飽
ま
で
国
民
各
層
の
意
志
、
感
情
を
十
二
分
に
反
映
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
論
統
制
は
高
度
国
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防
国
家
の
一
条
件
で
あ
る
が
、
同
時
に
言
論
の
自
由
は
高
度
国
防
国
家
確
立
の
た
め
の
条
件
で

（
９
）

あ
る
。」

鈴
木
は
、
大
政
翼
賛
会
の
成
立
と
展
開
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

「
大
政
翼
賛
会
は
、
…
対
立
諸
政
党
の
存
続
を
以
て
し
て
は
、
今
日
の
高
度
国
防
国
家
の
完
成
に
は
不
適
当
な
り
と
し
、
そ
れ
に

代
つ
て
樹
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
大
政
翼
賛
会
が
、
そ
の
形
式
は
異
な
る
に
せ
よ
、
従
来
諸
政
党
の
行
な
つ
て
来
た
対
議
会
方
策

を
代
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
勿
論
憲
法
上
何
ら
問
題
と
な
る
筈
は

（
10
）

な
い
。」

そ
も
そ
も
、
政
党
不
信
の
原
因
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
の
見
方
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
財
閥
地
主
以
外
の
国
民
の
利
害
が
真
実
に
顧
み
ら
れ
、
そ
の
意
思
が
反
映
さ
れ
し
政
党
で
あ
っ
た
な
ら
、
国
民
的
支
持
を
失
す

る
こ
と
、
か
く
も
甚
し
き
筈
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
議
会
の
協
賛
権
は
、
か
ゝ
る
財
閥
地
主
的
政
党
に
よ
つ
て
、
主
と
し
て

行
使
さ
る
ゝ
に
至
つ
た
の
で
あ
ね
か
ら
、
そ
こ
に
『
臣
民
翼
賛
』
の
道
が
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
…
議
会
政
治
否

認
の
思
想
は
、
…
国
民
的
抗
議
の
一
つ
の
表
現
と
も
言
ふ
べ
き
史
的
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
反
感
、
抗
議
は
往
々

に
し
て
極
端
に
走
る
。
…
そ
の
極
端
か
ら
生
れ
た
も
の
は
…
所
謂
官
僚
独
善
の
内
閣
で
は
な
か
つ
た
か
。
そ
れ
は
政
党
が
国
民
生
活

と
遊
離
し
、
私
利
を
追
ひ
党
利
に
走
つ
た
の
に
も
劣
ら
ぬ
誤
謬
を
犯
し
、
国
民
不
信
を
招
い
た
の
で

（
11
）

あ
る
。」

大
政
翼
賛
会
に
よ
っ
て
、「
我
々
は
今
、
こ
の
二
つ
の
誤
謬
を
清
算
す
べ
き
で
あ
る
。
…
万
民
翼
賛
は
、
旧
政
党
の
清
算
と
共
に
官
僚

独
善
の
清
算
を
前
提
と

（
12
）

す
る
」、
と
鈴
木
は
期
待
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

「
大
政
翼
賛
会
に
よ
つ
て
今
後
組
織
さ
る
る
国
民
組
織
は
、
従
来
の
政
党
よ
り
も
一
層
完
全
に
国
民
の
実
情
、
意
向
を
反
映
・
伝

達
せ
し
め
得
る
も
の
で
あ
つ
て
こ
そ
有
意
義
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
国
民
組
織
も
大
政
翼
賛
会
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
憲
法
上
の
機

関
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
つ
て
集
め
ら
れ
た
る
国
民
の
実
情
、
意
向
は
、
帝
国
議
会
を
通
し
て
、
大
政
翼
賛
の
実
を
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挙
ぐ
る
や
う
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
政
府
の
強
化
、
行
政
権
の
集
権
化
は
、
国
防
国
家
体
制
上
必
至
と
す
る
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、
か
ゝ
る
国
民
的
組
織
と
帝
国
議
会
と
の
連
携
に
よ
つ
て
、
そ
の
集
権
的
強
力
政
府
は
、
最
も
能
率
的
に
有
効
に
、
し

か
も
国
民
の
実
情
に
基
い
て
国
民
の
心
情
に
い
さ
ゝ
か
の
不
安
、
疑
惑
も
残
す
と
こ
ろ
も
な
く
国
政
を
処
理
し
得
る
に
至
る
で
あ

（
13
）

ら
う
。」

高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
は
、
第
一
に
「
大
政
翼
賛
会
が
新
た
に
、
よ
り
適
切
に
、
国
務
大
臣
、
帝
国
議
会
と
国
民
と
を
連
結
す

る
国
民
的
組
織
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
我
々
は
切
望

（
14
）

す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。

高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
の
た
め
に
は
、
第
二
と
し
て
内
閣
制
度
の
改
革
で
あ
る
。

「
真
に
強
力
な
る
内
閣
を
成
立
せ
し
め
得
べ
き
官
制
と
し
て
は
、
総
理
大
臣
の
権
限
を
強
大
に
す
る
こ
と
（
文
官
大
臣
に
対
す
る
支

配
権
に
つ
い
て
は
論
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
統
帥
事
項
に
つ
い
て
も
総
理
大
臣
も
直
接
指
揮
権
は
有
し
て
い
な
い
、
従
つ
て
強
大
権
限
を
与
へ

ら
れ
る
総
理
大
臣
と
軍
と
の
関
係
が
更
に
密
接
不
離
と
な
る
や
う
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
）、
国
務
大
臣
と
各
省
長
官
と
は
分
離

す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
両
者
を
分
離
せ
し
め
ず
し
て
、
而
も
国
務
大
臣
の
権
限
を
一
層
強
固
な
ら
し
む
る
こ
と
、
を
主
眼
と
す
べ
き

で
あ

（
15
）

ら
う
。」

後
述
す
る
が
、
国
務
大
臣＝

行
政
長
官
分
離
論
が
か
ま
び
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
鈴
木
の
見
解
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

鈴
木
は
田
村
徳
治
ら
の
議
論
を
批
判
す
る
。「
実
質
的
に
各
省
を
支
配
し
命
令
し
得
る
権
限
を
与
へ
ら
れ
ざ
る
国
務
大
臣
が
強
力
で
あ
り

得
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
却
つ
て
現
在
の
内
閣
に
対
す
る
参
議
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
危
険
を
有

（
16
）

す
る
」
と
。
さ
ら
に
、
鈴
木
は
内

閣
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

「
最
高
度
国
防
国
家
に
お
い
て
は
、
内
閣
が
最
も
強
力
な
る
権
限
を
有
し
、
国
政
の
中
心
た
る
機
能
を
発
揮
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
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ず
、
而
し
て
そ
の
首
班
た
る
総
理
大
臣
が
強
力
な
る
権
限
を
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
軍
の
絶
対
的
支
持
は
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
軍
は

直
接
国
政
に
干
与
し
国
政
全
般
に
亙
つ
て
指
揮
命
令
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
持
の
み
を
以
て
し
て
は
不
十

分
で
あ
り
、
内
閣
自
身
が
巨
大
な
る
権
限
と
共
に
、
最
も
有
力
な
る
政
治
的
背
景
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
国
防
国
家
の
建
設
・

維
持
は
不
可
能
で

（
17
）

あ
る
。」

高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
に
際
し
て
は
、
内
閣
の
強
化
、
就
中
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
拡
大
が
要
請
さ
れ
る
。「
内
閣
総
理
大
臣
は

各
省
大
臣
を
、
各
省
大
臣
の
主
任
事
項
の
一
切
に
つ
い
て
指
揮
す
べ
き
権
限
を
有
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
内
閣
が
各
省
の
予
算
と
最
高

人
事
と
に
対
す
る
決
定
権
を
有
す
る

（
18
）

こ
と
」
が
、
必
要
最
低
限
の
条
件
と
な
る
。

鈴
木
も
ま
た
日
本
が
高
度
国
防
国
家
体
制
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
と
世
界
平
和
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
て
い
た
。

「
我
が
国
が
、
最
高
度
国
防
国
家
体
制
の
確
立
に
邁
進
し
つ
ゝ
あ
る
の
は
、
単
に
当
面
の
敵
対
国
家
、
敵
性
国
家
に
戦
ひ
勝
た
ん

が
た
め
の
み
で
な
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
、
東
洋
永
遠
の
平
和
の
確
保
と
言
ふ
も
、
な
ほ
目
的
の
究
極

を
尽
せ
る
も
の
と
は
言
ひ
難
い
。
八
紘
一
宇
の
大
理
想
を
以
て
、
皇
道
を
全
世
界
全
人
類
に
宣
布
・
確
立
す
る
に
あ
る
と
言
は
ね
ば

な
ら
な
い
の
で

（
19
）

あ
る
。」

戦
後
、
鈴
木
は
政
治
学
研
究
会
を
組
織
し
た
が
、
そ
れ
は
「
日
本
に
お
け
る
政
治
学
の
発
展
の
重
要
性
を
痛
感
し

戦
争
に
つ
い

て
の
自
分
の
批
判
欠
如
、
ま
た
多
く
の
政
治
学
者
た
ち
の
戦
争
加
担
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら

蝋
山
政
道
そ
の
他
の
人
々
に
呼
び
か

け
て
政
治
学
研
究
会
を

（
20
）

組
織
」
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
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１
）

鈴
木
安
蔵
『
日
本
政
治
の
規
準
』
東
洋
経
済
新
報
社

一
九
四
一
年

二
八
八
頁
。

２
）

同
上
二
八
九－

二
九
〇
頁
。

３
）

同
上
二
九
〇－

二
九
一
頁
。

４
）

同
上
二
九
五
頁
。

５
）

同
上
三
〇
二
頁
。

６
）

同
上
三
〇
三
頁
。

７
）

同
上
三
〇
三－
三
〇
四
頁
。

８
）

同
上
三
〇
六
頁
。

９
）

同
上
三
〇
七
頁
。

10
）

同
上
三
一
七
頁
。

11
）

同
上
三
二
二－

三
二
三
頁
。

12
）

同
上
三
二
三
頁
。

13
）

同
上
三
二
四
頁
。

14
）

同
上
三
三
一
頁
。

15
）

同
上
三
三
一－

三
三
二
頁
。

16
）

同
上
三
三
二
頁
。

17
）

同
上
三
三
六－

三
三
七
頁
。

18
）

同
上
三
三
七
頁
。

19
）

同
上
三
五
三－

三
五
四
頁
。
鈴
木
は
『
太
政
官
制
度
と
内
閣
制
度
』（
昭
和
刊
行
会
、
一
九
四
四
年
）
で
、「
強
力
政
治
実
現
は
近
年
我

が
国
に
お
け
る
挙
国
的
要
望
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
の
た
め
に
、
現
役
陸
軍
大
将
の
首
相
・
陸
相
の
同
時
就
任
、
内
閣
と
大
本
営
と
の
連
絡

会
議
に
よ
る
連
携
、
総
動
員
法
よ
り
最
近
の
戦
時
行
政
特
例
に
い
た
る
行
政
権
強
化
の
た
め
の
根
本
方
策
樹
立
、
行
政
簡
素
化
・
官
吏
制
度
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改
革
の
断
行
、
ま
た
選
挙
に
お
け
る
有
力
な
推
薦
制
の
創
始
、
大
政
翼
賛
会
改
組
に
よ
る
国
民
運
動
の
統
一
、
翼
賛
会
発
足
に
よ
る
政
治
勢

力
一
元
化
の
試
み
、
は
た
ま
た
統
制
会
の
育
成
強
化
等
、
着
々
そ
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
き
た
り
、
特
に
大
東
亜
戦
争
開
始
以
来
急
速
に
そ
の

整
備
に
つ
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
家
の
当
面
す
る
極
め
て
緊
迫
せ
る
決
戦
事
態
に
か
ん
が
み
る
と
き
、
な
ほ
一
段
の
体
制
完
備

も
必
須
と
す
る
の
で
あ
る
。」（196

）、
と
ア
ジ
っ
て
い
る
。

20
）

鈴
木
「
き
び
し
い
「
基
督
者
的
」
今
中
次
麿
先
生
」『
今
中
次
麿

生
涯
と
回
想
』
一
九
九
頁
。
な
お
、
鈴
木
安
蔵
に
つ
い
て
は
、
竹
中

佳
彦
『
日
本
政
治
史
の
中
の
知
識
人
（
上
）』（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

⑹

内
田
繁
隆

早
稲
田
大
学
の
内
田
繁
隆
は
『
新
政
治
体
制
の
原
理
』（
一
九
四
一
年
）
の
な
か
で
、
現
実
科
学
的
な
政
治
学
の
樹
立
を
目
標
と
し
た
。

政
治
学
は
時
代
に
即
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
解
で
あ
る
。

「
現
代
政
治
学
に
お
い
て
は
、
自
由
放
任
と
不
干
渉
主
義
を
原
理
と
し
た
消
極
国
家
の
思
想
か
ら
、
協
同
体
生
活
の
計
画
的
・
組

織
的
管
理
を
要
請
す
る
積
極
国
家
の
思
想
へ
の
移
行
が
先
づ
第
一
に
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
、
分
析
主
義
に

代
る
総
合
主
義
が
、
原
理
に
お
い
て
は
個
人
的
自
由
主
義
に
代
る
協
同
体
原
理
が
、
無
計
画
的
競
争
の
代
り
に
計
画
的
統
制
が
新
時

代
の
政
治
生
活
を
性
格
づ
け
る
諸
問
題
を
意
味
す
る
。
か
か
る
新
時
代
の
要
請
に
即
応
し
て
新
政
治
学
の
樹
立
を
期
す
る
。
こ
れ
が

現
代
政
治
学
徒
の
任
務
で
あ
り
、
責
任
で

（
１
）

あ
る
。」

内
田
は
、
協
同
体
原
理
と
管
理
と
が
、
現
代
国
家
に
あ
っ
て
必
要
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

「
政
治
生
活
は
人
間
協
同
体
の
公
共
生
活
面
に
属
し
、
そ
れ
は
、
権
威
的
組
織
体
と
し
て
の
国
家
に
よ
る
精
神
指
導
的
世
界
観
及

び
協
同
体
原
理
に
基
づ
く
総
合
的
計
画
的
管
理
を
意
味
す
る
も
の
で

（
２
）

あ
る
。」
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内
田
は
、「
協
同
体
原
理
の
立
場
か
ら
す
る
国
家
概
念
が
現
代
に
お
け
る
最
も
妥
当
な
学
説
で
あ
る
と
信

（
３
）

ず
る
」、
と
し
、
新
政
治
体

制
の
原
理
の
究
明
に
す
す
む
。
内
田
は
積
極
政
治
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

「
現
代
の
要
求
す
る
積
極
政
治
の
体
制
は
、
政
治
的
責
任
の
担
荷
者
と
し
て
の
政
府
と
国
防
体
制
と
政
党
が
一
体
と
し
て
政
治
的

指
導
体
制
を
構
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
か
ゝ
る
三
機
構
の
間
に
、
政
治
的
職
能
の
分
化
を
認
め
つ
ゝ
、
政
治

的
責
任
を
政
府
に
集
中
す
る
政
治
体
制
を
意
味

（
４
）

す
る
。」

現
代
あ
っ
て
国
家
の
基
本
的
任
務
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
田
は
詳
細
に
整
理
し
て
い
る
。

「
第
一
に
、
国
家
は
そ
の
政
治
的
協
同
体
の
総
合
的
・
計
画
的
管
理
を
な
す
任
務
を
有
す
る
。
こ
れ
は
自
由
主
義
に
代
る
協
同
主

義
的
統
制
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
国
家
の
積
極
的
任
務
の
一
つ
で

（
５
）

あ
る
。」

「
第
二
に
、
国
家
は
…
協
同
体
の
発
展
を
指
導
す
べ
き
任
務
を
も
つ
て
い
る
。
…
国
家
は
世
界
史
意
義
の
実
現
の
た
め
に
協
同
体

生
活
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
６
）

な
い
。」

「
第
三
に
、
国
家
は
そ
の
指
導
原
理
と
し
て
の
政
治
学
的
世
界
観
の
実
現
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
の
二
つ
の
任
務
を

包
括
す
る
原
理
的
な
基
本
的
任
務
に
属

（
７
）

す
る
。」

内
田
は
、
世
界
協
同
体
の
実
現
を
究
極
的
な
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

「
政
治
学
的
世
界
観
は
第
一
に
、
八
紘
一
宇
即
ち
世
界
一
家
と
し
て
の
世
界
協
同
体
の
実
現
を
そ
の
最
高
理
念
と
す
る
。
そ
れ
は
、

世
界
の
発
展
と
共
に
、
幾
段
階
を
画
し
つ
ゝ
実
現
過
程
に
在
る
。
そ
し
て
今
や
小
民
族
協
同
体
の
分
化
・
対
立
を
超
克
し
て
、
大
地

域
協
同
体
若
く
は
広
域
生
活
圏
と
し
て
大
陸
的
諸
民
族
の
協
同
生
活
体
が
創
造
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
家
は
ま
さ
に
そ
の
国
民

的
総
力
の
高
度
発
揮
を
期
待
し
つ
ゝ
か
ゝ
る
新
協
同
体
秩
序
の
創
出
を
指
導
し
て

（
８
）

い
る
。」

一
六

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）
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で
は
、
協
同
体
的
な
世
界
協
同
体
建
設
の
た
め
に
は
、
ま
ず
新
体
制
（
国
内
）
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
政

治
指
導
の
一
元
化
で
あ
る
。

「
現
代
政
治
に
お
い
て
は
、
政
治
的
指
導
の
一
元
化
と
執
政
体
系
の
確
立
が
要
求
せ
ら
れ
、
企
画
・
立
法
及
び
行
政
の
政
治
行
程

を
一
貫
し
て
最
も
能
率
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
し
う
る
執
政
府
の
樹
立
が
問
題
と
な
る
。
機
構
的
に
は
、
…
首
相
権
限
の
拡
大
と
そ

の
直
属
機
構
の
整
備
強
化
が
要
請
さ

（
９
）

れ
る
。」

「
新
政
治
体
制
に
お
い
て
は
、
…
勢
力
均
衡
的
政
治
体
制
の
革
新
が
要
請
さ
れ
る
。
具
象
的
に
は
、
そ
れ
は
立
法
・
行
政
・
司
法

三
権
力
の
平
等
分
立
と
そ
の
間
の
相
互
牽
制
を
建
前
と
す
る
政
治
機
構
で
な
く
、
行
政
及
び
司
法
を
含
め
て
の
狭
義
の
政
府
に
よ
る

能
動
的
な
執
政
態
勢
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
執
政
部
活
動
の
制
限
を
旨
と
す
る
立
法
部
中
心
の
政
治
形
態
を

革
め
て
、
執
政
部
を
中
心
と
す
る
積
極
政
治
の
新
体
制
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
10
）

な
い
。」

内
田
は
、
行
政
部
門
の
拡
大
に
つ
れ
て
統
制
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
現
代
政
治
の
一
般
的
傾
向
は
、
権
力
分
立
主
義
に
立
つ
議
会
主
義
か
ら
執
政
主
義
の
政
治
形
態
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。
別
言
す
る
と
、
そ
れ
は
立
法
国
家
か
ら
執
政
国
家
へ
、
不
干
渉
主
義
の
消
極
政
治
か
ら
、
計
画
的
統
制
主
義
の
積
極
政
治
へ

の
転
化
を
意
味

（
11
）

す
る
。」

「
国
家
統
制
の
強
化
は
、
国
民
協
同
体
に
お
け
る
現
代
政
治
の
積
極
的
任
務
及
び
新
時
代
創
出
の
た
め
の
政
治
の
指
導
的
役
割
と

い
ふ
観
点
か
ら
も
当
然
の
帰
結
で

（
12
）

あ
る
」

新
政
治
体
制
に
あ
っ
て
は
、
以
下
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
設
定
さ
れ
て
く
る
。

「
一
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
基
調
と
す
る
世
界
新
秩
序
の
建
設

一
七

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）



O O T U K A 更新 4回 2 0 0 8 年 3月1 8日 1 8頁

二
、
新
政
治
理
念
を
基
礎
と
す
る
国
内
新
体
制
の
確
立

三
、
執
政
主
義
を
中
心
と
す
る
執
政
府
の
整
備
強
化

四
、
新
国
民
組
織
に
根
ざ
す
会
議
制
の
改
新

五
、
大
政
翼
賛
運
動
を
中
心
と
す
る
国
民
の

（
13
）

指
導
」

内
田
も「
わ
が
国
の
新
体
制
運
動
…
に
は
、
国
内
新
体
制
の
樹
立
と
新
東
亜
の
建
設
と
い
ふ
二
大
課
題
が

（
14
）

あ
る
」、
と
し
、
国
内
政
治

と
国
際
政
治
と
が
リ
ン
ケ
ー
ジ
し
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
新
政
治
体
制
の
確
立
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
か
ら
第
三
期

に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
き
た
と
、
内
田
は
整
理
し
て
い
る
。

「
第
一
期
は
、
満
州
事
変
と
五
・
一
五
事
変
を
転
機
と
す
る
非
常
時
の
現
出
期
で

（
15
）

あ
る
。」

「
第
二
期
は
、
二
・
二
六
事
件
を
転
機
と
し
た
昭
和
十
一
年
春
か
ら
支
那
事
変
ま
で
を
画
す
る
時
期
で

（
16
）

あ
る
。」

「
昭
和
十
二
年
六
月
初
旬
の
第
一
次
近
衛
内
閣
の
出
現
、
同
年
七
月
七
日
の
盧
溝
橋
事
件
を
発
火
作
用
と
す
る
支
那
事
変
の
進
展

と
と
も
に
、
革
新
日
本
の
第
三
期
に
入
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
事
変
の
発
展
に
つ
れ
て
、
東
亜
新
秩
序
の
建
設
と

国
内
の
戦
時
体
制
化
の
推
進
が
わ
が
国
の
新
た
な
任
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
点
に
存

（
17
）

す
る
。」

新
政
治
体
制
の
確
立
に
際
し
て
は
、
国
民
運
動
が
必
然
と
な
る
。

「
国
民
組
織
の
問
題
の
重
要
性
は
、
…
現
代
に
お
け
る
国
民
的
新
秩
序
の
形
成
を
期
す
る
点
に
存

（
18
）

す
る
。」

日
本
は
万
民
翼
賛
の
伝
統
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
協
同
体
的
な
原
理
が
底
流
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
わ
が
国
家
を
更
に
具
象
的
に
把
握
す
る
と
、
国
家
は
大
家
族
制
を
典
型
と
す
る
協
同
体
的
国
家
型
で
あ
つ
て
、
そ
の
基
本
構
成

に
お
い
て
協
同
体
的
全
体
性
を
有
す
る
。
…
わ
が
国
の
如
き
正
統
主
義
君
主
制
の
厳
存
す
る
…
国
家
の
一
典
型
で
あ
る
。
か
か
る
国

一
八

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）



O O T U K A 更新 4回 2 0 0 8 年 3月1 8日 1 9 頁

家
に
お
い
て
は
、
政
治
的
協
同
体
の
本
質
に
お
け
る
君
民
一
体
の
基
本
的
意
識
に
基
づ
い
て
、
万
民
翼
賛
の
政
治
体
制
が
問
題
と
な

る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
家
の
本
質
形
態
が
要
求
す
る
政
治
形
態
で
あ
り
、
大
政
翼
賛
運
動
が
一
の
国
民
運
動
と
し
て
進
展
す
る
所
以

で
（
19
）

あ
る
。」

万
民
翼
賛
政
治
の
特
質
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
第
一
に
、
そ
の
政
治
の
協
同
的
・
全
体
的
性
格
で
あ
る
。」

「
第
二
に
、
そ
の
政
体
に
お
い
て
は
、
国
民
生
活
の
方
式
は
、
職
分
奉
公
の
理
念
に
基
づ
い
て
行
は
れ
る
」

「
第
三
に
、
…
公
共
生
活
を
第
一
義
と
す
る
公
益
優
先
の
精
神
が
指
導
原
理
と

（
20
）

な
る
。」

内
田
は
、
具
体
的
に
大
政
翼
賛
運
動
を
評
価
し
て
い
る
。

「
大
政
翼
賛
会
の
任
務
…
の
要
は
、
国
民
運
動
の
指
導
体
と
し
て
大
政
翼
賛
の
運
動
を
指
導
し
、
八
紘
一
宇
の
道
義
的
世
界
協
同

体
の
実
現
を
期
す
る
政
治
的
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
臣
道
実
践
、
職
分
奉
公
の
立
場
か
ら
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
、
高
度
国
防
体

制
の
確
立
、
国
内
新
体
制
の
樹
立
を
目
指
し
て
、
大
権
の
下
に
、
国
策
の
立
案
・
計
画
及
び
そ
の
執
行
に
お
い
て
政
府
と
協
力
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
象
的
に
は
、
そ
れ
は
政
府
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
お
い
て
、
上
位
下
達
と
下
意
上
達
の
機
能
を
果
た
す

も
の
で

（
21
）

あ
る
。」

内
田
は
政
治
機
構
の
改
革
と
大
政
翼
賛
運
動
に
よ
り
、
国
内
新
体
制
を
推
進
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。

１
）

内
田
繁
隆
『
新
政
治
体
制
の
原
理
』
改
造
社

一
九
四
一
年

六
頁
。

２
）

同
上
七
八
頁
。

一
九

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）
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３
）

同
上
一
〇
〇
頁
。

４
）

同
上
一
一
三
頁
。

５
）

同
上
一
二
五
頁
。

６
）

同
上
一
二
五－

一
二
六
頁
。

７
）

同
上
一
二
六
頁
。

８
）

同
上
一
二
七
頁
。

９
）

同
上
一
三
六
頁
。

10
）

同
上
一
八
二－
一
八
三
頁
。

11
）

同
上
一
三
七
頁
。

12
）

同
上
一
七
〇
頁
。

13
）

同
上
一
六
二
頁
。

14
）

同
上
一
六
三
頁
。

15
）

同
上
一
六
四
頁
。

16
）

同
上
一
六
五
頁
。

17
）

同
上
一
六
七
頁
。

18
）

同
上
一
一
五
頁
。

19
）

同
上
一
七
二
頁
。

20
）

同
上
一
七
三－

一
七
五
頁
。

21
）

同
上
二
六
八
頁
。
な
お
、
内
田
は
自
身
の
研
究
生
活
を
振
り
返
っ
て
、「
史
的
展
開
に
即
し
て
、
そ
の
変
化
の
事
実
と
学
問
思
想
の
動
向

を
忠
実
に
究
明
す
る
こ
と
を
任
務
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
生
生
活
の
後
期
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
思

想
か
ら
多
元
的
国
家
論
、
そ
の
他
第
一
次
大
戦
前
後
に
提
言
さ
れ
た
諸
学
説
を
研
究
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
ナ
チ
ス
や
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
が
現

二
〇

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）
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実
的
な
問
題
と
な
っ
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
進
行
中
に
は
そ
れ
に
関
す
る
思
想
や
学
説
を
究
明
す
る
の
に
努
め
ま
し

た
。
そ
し
て
終
戦
後
に
は
民
主
主
義
と
平
和
主
義
を
基
本
と
し
た
社
会
科
学
の
集
大
成
の
時
期
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
当
の
意
味
で
の
新
時
代

が
開
創
さ
れ
、
世
界
史
の
新
段
階
に
入
っ
て
き
た
と
感
ず
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」（
同
上
二
頁
）、
と
回
顧
し
て
い
た
。
内
田
の
経
歴
や
著

作
に
関
し
て
は
、
河
原
宏
編
『
内
田
繁
隆
先
生
古
稀
記
念

政
治
の
思
想
と
歴
史
』
記
念
論
文
集
刊
行
会

一
九
六
三
年
参
照
。

二
一

大
東
亜
戦
争
と
知
識
人

㈧
（
大
塚
）


